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平成 27年第 3回定例 

夕 張 市 議 会 会 議 録 

平成 27年 9月 11日(金曜日) 

午前 10時 30分開議 

――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程 

第 １ 一般質問 

第 ２ 認定第 １号 平成 26 年度夕張市一般会

計歳入歳出決算の認定について 

    認定第 ２号 平成 26 年度夕張市国民健

康保険事業会計歳入歳出決算の認定につい

て 

    認定第 ３号 平成 26 年度夕張市市場事

業会計歳入歳出決算の認定について 

    認定第 ４号 平成 26 年度夕張市公共下

水道事業会計歳入歳出決算の認定について 

    認定第 ５号 平成 26 年度夕張市介護保

険事業会計歳入歳出決算の認定について 

    認定第 ６号 平成 26 年度夕張市診療所

事業会計歳入歳出決算の認定について 

    認定第 ７号 平成 26 年度夕張市後期高

齢者医療事業会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

    認定第 ８号 平成 26 年度夕張市水道事

業会計決算の認定について 

第 ３ 報告第 １号 平成 26 年度健全化判断比

率及び資金不足比率の報告について 

――――――――――――――――――――――― 

◎出席議員（9名） 

 大 山 修 二 君 

 高 間 澄 子 君 

 本 田 靖 人 君 

 小 林 尚 文 君 

厚 谷   司 君 

 今 川 和 哉 君 

 熊 谷 桂 子 君 

 君 島 孝 夫 君 

 千 葉   勝 君 

――――――――――――――――――――――― 

◎欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――― 

午前１０時３０分 開議 

●議長 厚谷 司君  これより、平成 27 年第 3

回定例夕張市議会第 2日目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 厚谷 司君  本日の出席議員は 9名、全

員であります。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 厚谷 司君  本日の会議録署名議員は、

会議規則第 125条の規定により 

今川議員 

熊谷議員 

を指名いたします。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 厚谷 司君  この際、事務局長から諸般

の報告をいたします。 

●事務局長 木村卓也君  報告いたします。 

 参与並びに書記の職氏名についてでありますが、

お手元に配付してありますプリントのとおりであり

ます。 

 次に、請願の受理についてでありますが、9月 10

日受理いたしました請願第 1号安全保障関連法案に

関する意見書採択についての請願書は、当日、議会

運営委員会に付託いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

――――――――――――――――――――――― 

「別紙」 

 市長      鈴 木 直 道 君 

 教育委員会委員長 

         氏 家 孝 治 君 

 選挙管理委員会委員長 

         佐 藤 憲 道 君 

 農業委員会会長 後 藤 敏 一 君 

 監査委員    板 谷 信 男 君 

◎市長の委嘱を受けて出席した者の職・氏名 

 理事      鈴 木 亮 一 君 
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 理事      大 島 由 晋 君 

 まちづくり企画室長 

         影 山 直 志 君 

 まちづくり企画室商工観光担当課長 

         三 浦   護 君 

 まちづくり企画室主幹 

         佐 藤   学 君 

 総務課長    寺 江 和 俊 君 

 総務課主幹   鈴 木 茂 徳 君 

 総務課主幹   尾 添 正 裕 君 

 財務課長    石 原 秀 二 君 

 財務課税務担当課長 

         池 下   充 君 

 財務課主幹   大 島 琢 美 君 

 建設農林課長  細 川 孝 司 君 

 建設農林課都市計画土木担当課長 

         熊 谷   修 君 

 建設農林課主幹 笹 崎 芳 行 君 
 建設農林課主幹 武 藤 俊 昭 君 
 建設農林課主幹 斉 藤   修 君 

 上下水道課長  天 野 隆 明 君 

 上下水道課技術担当課長 

         小 林 正 典 君 

 上下水道課主幹 山 内 優 一 君 

 市民課長    芝 木 誠 二 君 

 市民課主幹   千 葉 葉津乃 君 

 市民課主幹   小 松 政 博 君 

 市民課主幹兼南支所長 

         近 野 正 樹 君 

 保健福祉課長  及 川 憲 仁 君 

 保健福祉課生活福祉担当課長兼 

 福祉事務所長  岡 村 卓 治 君 

 保健福祉課主幹 平 塚 浩 一 君 

 保健福祉課主幹 渋 谷 勝 美 君 

 会計管理者兼出納室長 

    熊 谷 禎 子 君 

 消防長     増 井 佳 紀 君 

 消防次長    石 黒 友 幹 君 

 消防本部管理課長 

    松 倉 暢 宏 君 

◎教育委員会委員長の委嘱を受けて出席した者の

職・氏名 

 教育長     小 林 信 男 君 

 教育課長    古 村 賢 一 君 

 教育課主幹   押野見 正 浩 君 

 教育課主幹   堀   靖 樹 君 

◎選挙管理委員会委員長の委嘱を受けて出席した者

の職・氏名 

 事務局長    寺 江 和 俊 君 

◎農業委員会会長の委嘱を受けて出席した者の職・

氏名 

 事務局長    武 藤 俊 昭 君 

◎監査委員の委嘱を受けて出席した者の職・氏名 

 事務局長    木 村 卓 也 君 

◎本議会の書記の職・氏名 

 事務局長    木 村 卓 也 君 

 主査      熊 谷 正 志 君 

 主査      永 澤 直 喜 君 

 書記      爾 見 俊 一 君 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 厚谷 司君  本日の日程は、お手元に配

付しているプリントのとおりであります。 
 それでは、直ちに日程に従って会議を進行いたし

ます。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 厚谷 司君  日程第 1、これより、昨日

に引き続き一般質問を行います。 

 本日の質問者は、熊谷議員、千葉議員であります。 

 それでは、熊谷議員の質問を許します。 

 熊谷議員。 

●熊谷桂子君（登壇）  日本共産党の熊谷桂子で

す。通告に従いまして一般質問を行います。 

 1件目に、市立診療所について伺います。 

 9月 1日に開催された行政常任委員会において、

夕張市立診療所及び介護老人保健施設夕張の次期指

定管理者の公募についての報告がありました。 
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 夕張市立診療所については、公設民営の医療機関

として、地域医療の中核を担うと位置づけられてお

り、また、遅くとも平成 39年度までに移転、改築を

予定している市の方針から考えて、今回の公募によ

り選定される医療機関が改築後の市立診療所の運営

を担う可能性が高いこともあり、市民も大きな関心

を寄せているところです。 

 また、平成 18年度末に夕張市立総合病院を閉院後、

指定管理者制度が導入されてから初の指定管理期間

満了を迎えることになります。 

 これらの状況から、公募開始以降、また、現在想

定される指定管理期間満了時の対応について確認さ

せていただきます。 

 公募前という段階で、公表できることは限られて

いるとは思いますが、市民の大きな関心事でもあり、

差し支えない範囲で答弁をお願いいたします。 

 まず、1 点目に、選考要件として挙げられている

初期救急医療体制の強化については、現状と比較し

て、新たな指定管理者に求めるものはどういった要

件であるのか伺います。 

 2 点目に、選考の中で新規の事業者が指定管理者

に選定された場合、現在、希望の杜に雇用されてい

る市民の継続雇用について、市としてどのように考

えているのか伺います。 

 3 点目に、常任委員会で示された選考要件の中に

在宅医療についての記載がありませんでしたが、在

宅医療については必須要件ではないのか、在宅医療

についての市の考えを伺います。 

 4 点目に、整形外科などの専門医療体制は協議に

より充実とありますが、市民から要望の多い整形外

科について、常設を目指しているのか、また、他の

専門医療体制の可能性をどのようにお考えか伺いま

す。 

 5 点目に、現状においても、今後についても、市

内医療機関との連携が言われていますが、公募要件

や開始時期、今後の連携などについての医師会との

協議はどのようになっているのか伺います。 

 6 点目に、指定管理者が新規参入の医療機関に

なった場合、市民の命を預かる医療機関としての責

任ある医療の継続について、どのように考えてい

らっしゃるのか伺います。 

 2件目に、石炭博物館について伺います。 

 石炭博物館につきましても、2017年 3月末で夕張

リゾートの指定管理期間を終えることになります。 

 そこで、1 点目に、指定期間満了後、どこが管理

運営に当たるのか、まずお聞きします。 

 また、これまで観光施設として一般観光客や修学

旅行、研修旅行などの受け入れをしてきましたが、

今後はどのような方向性を考えているか。さらに、

市民や子供たちが郷土に誇りを持つためにも、この

施設の市民向けの活動が非常に重要と考えるところ

ですが、その点についてどのようにお考えか伺いま

す。 

 2点目に、昭和55年に開館した施設ですから、2011

年には立て坑やぐらやエレベーターなどを対象に大

規模修繕が行われた経緯はありますが、模擬坑や施

設本体の老朽化などによる相当大がかりな修繕とそ

の費用をどのように考えているのかについても伺い

ます。 

 3 点目に、展示についての、時系列的には財政破

綻より相当以前の段階でとまった状態と伺っていま

す。今後どのようにされるお考えか伺います。 

 4 点目に、他の博物館での友の会制度にあるよう

な、博物館に親しみ、施設を積極的に利用したり、

ボランティアやサポート体制にもつながるような制

度づくりについてどのようにお考えか伺います。 

 5点目に、世界遺産への登録について伺います。 

 1 週間ほど前の新聞記事によりますと、空知の炭

鉱遺産の有効活用を考える「産炭地域活性化フォー

ラム」が岩見沢で開催され、「世界遺産へ広域連携を」

という見出して掲載されており、市民や専門家の中

にも期待する声がありますが、市としてどのように

考えているのか伺います。 

 3 件目に、地域おこし協力隊のさらなる活用につ

いて伺います。 

 2013年 9月議会におきまして、人口の流出が続く
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現状打開のために、移住者受け入れに向けて、移住

者のワンストップ窓口の設置や滞在型の体験施設を

整えるべきではないかとの質問をしましたところ、

職員に人的な余裕がないとの答弁をいただいたとこ

ろです。 

 他の地域での事例を見ますと、地域おこし協力隊

を活用して定住・移住窓口を設置し、雇用づくり、

住宅のマッチングなども担当して成果を上げていま

す。 

 また、多くの事例から、地域おこし協力隊の活動

も、なれないうちはなかなか成果を上げられないこ

と、成功している地域の多くは、受け入れ体制やネッ

トワークづくりのサポート体制を整えていることも

わかってきました。 

 そこで、そういった事例を参考に、夕張市でも、

まずは定住・移住担当窓口として地域おこし協力隊

を採用し、移住・定住の相談を受けるとともに、地

域のネットワークを利用して、雇用づくり、住宅の

マッチングなどにも当たってもらう取り組みを進め

るべきと考えます。 

 そして、夕張市内のことをある程度わかっていて、

有効な活動の仕方やネットワークづくりをサポート

できる、また、さまざまな相談に乗るなど広い見識

や市の発展に向けてアドバイザー的な立場で活動で

きる、専門的な知見を持った人材を支援員として登

用することを提案します。 

 今現在、夕張市は、廃校活用も含め、仕事はあっ

ても働く人材が足りない状況です。給料は高くなく

ても、安い公営住宅もあり、空き家もふえており、

都会と違って低家賃で暮らすことも可能です。先日

知り合った移住者の方からは、インターネット環境

で一定の収入を得ることができており、足りない分

は市内でアルバイトをして生計を立て、夕張暮らし

を楽しんでいるとお聞きしました。 

 現在、若者の価値観は多様化し、都会に憧れる人

や高い給料を求める人ばかりではありません。数年

前には地震や自然災害の少ない地域であり、当時、

「全国一若い市長を選んだ夕張市民に期待して」と

いう、東日本大震災の被災地からの移住者もおりま

した。 

 夕張で頑張っている若者やグループ、さまざまな

ネットワークや移住者の方たち、豊かな自然などを

ホームページなどで紹介する仕事も、移住の窓口担

当としてしっかり発信できれば、夕張の魅力を全国

に発信できることと思います。市長のご見解を伺い

ます。 

 以上 3件につきまして、ご答弁よろしくお願いい

たします。 

●議長 厚谷 司君  市長。 

●市長 鈴木直道君（登壇）  熊谷議員の夕張市

立診療所及び介護老人保健施設夕張の次期指定管理

者の公募についてのご質問にまずはお答えいたしま

す。 

 初めに、市立診療所等の指定管理者の公募につき

ましては、予定として 9月 14日に告示し、同日から

募集要項等の配布を行い、10月 1日から 30日まで

の 1カ月間を申請書の受付期間として進めることと

しております。 

 これら内容も踏まえ、答弁をさせていただければ

と思います。 

 最初に、初期救急医療体制の強化についてであり

ます。 

 次期指定管理者に求めるものといたしまして、市

内の初期救急医療の中心的役割を担うことを明確に

し、初期救急医療提供体制の確保に向け、初期救急

患者の受け入れがスムーズに行われるよう体制を強

化することとしているところであります。 

 また、市といたしましては、こうした体制の確保

に向けて、指定管理者に対して新たな補助等を行う

考えであります。 

 次に、雇用の継続についてでありますが、指定管

理者が交代となった場合でも、市民の雇用を確保す

ることは非常に重要であると認識をしております。 

 さらに、次期指定管理者にとっても、地域で専門

職等の新たな人材を確保することは困難な側面があ

ると考えられることから、可能な限り雇用の継続が
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図れるよう協議してまいりたいと考えております。 

 次に、在宅医療についてでございますが、今年度

の市政執行方針において、先進的な取り組みである

訪問医療の充実・発展を掲げており、市立の診療所

として、その実現を求めているものであります。 

 今後配布する募集書類にも、市立診療所の業務内

容の一つとして、在宅医療に関することについてう

たっているところであります。 

 次に、整形外科等の専門医療体制についてであり

ますが、現在、整形外科は週 1回の開設であり、医

療保健対策協議会からも整形外科の充実について答

申があったことから、診療日時の増加など、現状を

上回る診療体制の充実を求めることとしております。 

 いずれにいたしましても、社会医療法人制度の活

用を含め、診療体制の充実を図り、循環器内科など

市民の医療ニーズに沿った診療科目についても協議

をしていく考えであります。 

 次に、夕張市医師会との連携についてであります

が、先般、医師会長に対し、公募実施について説明

を行ったところであります。 

 地域医療を充実させるためには、医療機関相互の

連携が不可欠でありますが、例えば市内医療機関か

ら市立診療所への新規入院患者の受け入れや退院の

際の医療情報の引き継ぎなど連携が図られている状

況であります。 

 いずれにいたしましても、次期指定管理者と市内

の医療機関がより一層の連携が図られるよう環境を

整備してまいりたいと考えております。 

 次に、指定管理者間における事業の継続について

であります。 

 今回の募集スケジュールでは、決定から事業開始

まで 1年以上の引き継ぎ期間がございます。新たな

指定管理者となったとしても、責任ある医療体制が

確保できるものとスケジュールとしては考えており

ます。 

 次期指定管理者には夕張の地域事情や公的医療機

関としての自覚などを十分理解をしていただき、地

域医療の中核としての体制を確立することが必要で

あると考えているところであります。 

 次の石炭博物館につきましては、教育長より答弁

をさせていただきたいというふうに思います。 

 次に、地域おこし協力隊のさらなる活用について

のご質問にお答えをいたします。 

 地域おこし協力隊の活用をした移住窓口の設置に

つきましては、他の市町村でも取り組み事例は多く

ありますが、仕事や住宅のほかにもさまざまなフォ

ローアップが必要となることから、地域として主体

的にかかわることが重要であると認識をしておりま

す。 

 そうしたことから、本市では若者の起業相談や移

住希望者への住宅情報の提供などにつきましては、

まちづくり企画室においてサポートを、現在実施を

している状況であります。 

 近年、市内では若者を中心とした多業種間の交流

や連携が活発化しており、また、Ｕターンや移住者

が積極的にまちづくりに参画しようとする動きが見

えてきています。 

 私は、こうした中から、市の業務の補完とともに、

仕事づくりというものができるのではないかと考え

ており、こうした仕事に地域おこし協力隊が参画を

し、夕張の魅力を発信することも可能ではないかと

いうことを考えております。 

 先日行われました地方版総合戦略の策定委員会で

は、委員の方から夕張の未来や可能性について活発

なご意見をいただいております。その中でも若者の

交流や連携による起業支援、行政と連携した情報発

信など、今後取り組むべき課題についても多くのご

発言をいただいたところであります。 

 単に行政、民間と区切りを設けるのではなく、よ

りよい形での連携を進めてまいりたいと考えており

ますし、来年度以降の地域おこし協力隊の有効な活

用につきましても引き続き検討してまいりたいと考

えております。 

 以上であります。 

●議長 厚谷 司君  教育長。 

●教育長 小林信男君（登壇）  熊谷議員の石炭
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博物館についてのご質問にお答えをいたします。 

 まず、指定管理満了後、今後の管理運営方針と市

民に向けた活用の方向性についてであります。 

 石炭博物館は、平成 28年度末をもって指定管理の

協定期間が満了するところでございますが、市とい

たしましては、改めて公募の上、指定管理を継続し

てまいりたいと、このように考えているところであ

ります。 

 また、石炭博物館は、夕張市の炭鉱の歴史と郷土

の産業、文化に関する資料の保存及び展示に加え、

国の登録有形文化財である模擬坑道など、関係団体

や研究者の評価が非常に高いところから、平成 25

年に観光施設から社会教育施設として夕張市郷土文

化施設設置条例を制定し、石炭博物館を文化的要素

の高い炭鉱遺産として重要な施設と位置づけたとこ

ろであります。 

 本年度から、夕張市石炭博物館再生プロジェクト

として、石炭博物館の有効な活用方法について、地

域おこし協力隊事業を活用しながら、有識者による

実行委員会を設置し、検討を始めたところでありま

す。 

 その委員会の中で、社会教育施設として、修学旅

行の誘致等有効な活用方法や、市民、特に小中学生

を対象とした夕張の歴史学習の場としての活用等、

多岐にわたって協議検討を現在行っているところで

あります。 

 次に、施設の老朽化等による修繕と必要経費につ

いてでございます。 

 模擬坑道につきましては、施設の老朽化等から、

平成 28年度に改修工事を実施する予定であります。 

 また、石炭博物館本体につきましては、本年度、

耐震診断を実施し、10月下旬までには診断結果が出

る予定でありますが、診断結果のいかんにかかわら

ず、本体の老朽化が著しいことから、今後、長期に

わたり有効的に活用していくために、平成 25年度を

目途に大規模改修を予定しているところであります。 

 両事業とも、係る経費の財源につきましては、さ

まざまな補助金等を活用してまいりたいというふう

に考えているところであります。 

 次に、展示内容の更新についてと市民によるボラ

ンティアやサポート体制について、一括してお答え

いたします。 

 先ほど申し上げましたが、本年度、夕張市石炭博

物館再生プロジェクトを立ち上げ、石炭博物館の有

効活用を目指し協議検討しているところでございま

すが、その中で、展示内容、わかりやすい展示方法

について、多方面の方々にご意見をいただきながら、

さらに、夕張市民の中にある貴重な知識と経験を後

世に有効的に伝えていく方策として、ボランティア

やサポート等の活用を新たな指定管理者と協議しな

がら、夕張ならではの博物館としてのあり方を検討

してまいりたいというふうに考えているところであ

ります。 

 最後に、世界遺産への登録についてでございます。 

 本年 7月に世界遺産に登録された明治日本の産業

革命遺産には、製鉄、製鋼、石炭産業等にかかわる

ものが含まれております。そういった意味では、石

炭産業はまさに日本のエネルギー産業の歴史そのも

のであり、空知管内には今も明治大正期の施設が残

り、それらの遺産群がコンパクトにまとまっている

ことから、非常に貴重な地域であるということは十

分認識をしているところであります。 

 今後、管内の関係市町との連携を当然のことなが

ら図りながら、北海道とも十分に協議検討を行って

まいりたいというふうに考えているところでありま

す。 

●議長 厚谷 司君  再質問ございませんか。 

 熊谷議員。 

●熊谷桂子君  まず、1 件目の市立診療所の公募

要件につきましてお答えいただき、ありがとうござ

いました。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・ 
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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●議長 厚谷 司君  市長。 

●市長 鈴木直道君  趣旨を確認しますが、前回、

不誠実であったというところは、どのようなお考え

で、根拠といいますか…。 

●議長 厚谷 司君  一旦、暫時休憩いたします。 

――――――――――――――――――――――― 

    午前１０時５５分 休憩 

    午前１１時０２分 再開 

―――――――――――――――――――――――  

●議長 厚谷 司君  それでは、休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 この際、熊谷議員から再質問に関する発言がござ

いますので、許したいと思います。 

 熊谷議員。 

●熊谷桂子君  再質問につきまして、先ほどの再

質問の発言は削除いたしまして、改めて質問させて

いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

●議長 厚谷 司君  はい。 

 熊谷議員。 

●熊谷桂子君  市立診療所の公募要件につきまし

てお答えいただき、ありがとうございました。 

 今回の指定管理者の選考につきましては、できる

限り最大限に公表され、透明性を確保していただき

たい。そして、選考が終わった段階で、議会に対し

ては納得のできる、誠意ある報告をしていただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

●議長 厚谷 司君  市長。 

●市長 鈴木直道君  熊谷議員の再質問にお答え

をいたします。 

 当然、極めて重要な施設の指定管理の公募ですの

で、しっかりと、市としては対応してまいります。 

 また、指定管理の契約、または指定管理に当たっ

ては、議会の皆様が議決いただく形になりますので、

その判断に当たって、しっかりと皆様にご判断いた

だける情報をお伝えした上で議決いただくよう、当

然のことながら対応してまいりたいと思います。 

●議長 厚谷 司君  熊谷議員。 

●熊谷桂子君  わかりました。ありがとうござい

ます。 

 では、2 件目の再質問に移ってよろしいでしょう

か。 

●議長 厚谷 司君  はい、どうぞ。 

●熊谷桂子君  それでは、石炭博物館につきまし

ての再質問をさせていただきます。 

 平成 26年度の教育行政執行方針の中で、「夕張市

石炭博物館につきましては、昨年度、観光施設から

社会教育施設へと、その位置づけが変更になったこ

とから、博物館本来の機能である市民への普及・啓

蒙活動を充実させていくための計画を作成してまい

ります。また、郷土文化施設として、夕張の貴重な

歴史を後世へと伝えるための拠点とし、夕張の子供

が、かつて日本の産業の礎を築いた石炭や炭鉱につ

いて、多くを学べる場となるよう努めてまいります。

さらに、資料の収集などを行い、市民の教育、学術、

文化の発展に寄与できるようにするとともに、周辺

の炭鉱遺産群をあわせて活用した普及活動にも努め

てまいります」というふうに述べられております。 

 その方針を出されているわけですが、本日の答弁

の中では、この施設の市民向けの活動につきまして、

夕張の歴史学習の場として、多岐にわたる協議を今

検討しているということでした。 

 もう少し具体的に、どういったことが検討されて

いるのか、差し支えなければ具体例を挙げていただ

ければと思いますが、いかがでしょうか。 

●議長 厚谷 司君  教育長。 

●教育長 小林信男君  再答弁の前に、先ほど私

の答弁の中で 1点、数字が間違っていたところがあ

りましたので、訂正させていただきたいというふう

に思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょ

うか。 

●議長 厚谷 司君  はい。 
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●教育長 小林信男君  先ほど大規模改修、私、

平成 25 年を目途にというふうに申し上げましたけ

れども、平成 29年度を目途にということでご訂正を

いただきたいというふうに思います。 

 さて、今、熊谷議員のほうから質問がありました。

石炭博物館につきましては、現在、既に小中学校の

授業や総合学習、あるいは教職員の視察研修といい

ますか、そういったような形で活用を行っていると

ころであります。 

 また、市民向けということでは、本年度につきま

しては、来週の 16日になりますけれども、公民館の

高齢者学級であります「もも倶楽部」の講座の一つ

として、博物館周辺の観察会を予定しているところ

であります。 

 また、9月 26日には、生涯学習推進プロジェクト

によります市民ハイキングで、平和地区の歴史探索

による坑口の見学や、あるいはズリ山の登山といい

ますか、こういったことなど実施の運びとなってい

るところであります。 

 また、炭鉱が稼働していた当時を知る人々、非常

に高齢化してきておりますけれども、それらの方々

に対する聞き取りも現在、春以降、継続的にこれを

実施しているところであります。 

 ぜひ、それに基づいて、これからいろいろな資料

ができ上がってまいりますので、石炭や、あるいは

炭鉱を知らない若い世代へのいろいろな普及活動に

ついて役立っていきたいというふうに考えていると

ころであります。 

 今後、やる中で、多様なアイデアといいますか、

そういったものが検討の中で出てくるというふうに

考えておりますので、それらを十分これからもまと

めながら、今とりあえずできる対応についてはやっ

ていこうということで、対応していきたいというふ

うに思っております。 

●議長 厚谷 司君  熊谷議員。 

●熊谷桂子君  ありがとうございます。 

 また、先ほど世界遺産登録にかかわって、空知管

内の関係市町との連携を強め、道とも十分に協議検

討を進めるということでした。 

 今後、そういうことであればなおさらというか、

展示の充実に向けてということなのですけれども、

現在閉館中のゆうばり化石館、夕張で採取されたア

ンモナイトの化石など約 250展の標本、これを今後

どういったふうに活用されていくのか。 

 それから、取り壊しが予定されている炭鉱生活館

の民族生活資料などのさまざまな展示物の活用につ

いて、それから、2008年 10月に閉鎖されましたＳ

Ｌ館の中の展示物、石炭輸送に活躍した蒸気機関車

などの鉄道関連の資料の今後の活用について、どの

ようにお考えなのか伺いたいと思います。 

●議長 厚谷 司君  教育長。 

●教育長 小林信男君  質問にお答えいたします。 

 世界遺産の登録に、現在休館中の施設がある、展

示物の活用をどういうふうに考えているのかと、こ

ういったようなご質問かというふうに思います。 

 アンモナイト等の化石標本が直接世界遺産登録に

かかわるものではないというふうには思いますけれ

ども、現状で、例えば小学校の理科の授業や、ある

いは児童向けの科学講座といいますか、そういった

ような中で活用していますし、また、ＳＬ館、ある

いは炭鉱生活館、化石館の使用については、十分そ

れが散逸しないような形で現在保存しているわけで

ありますけれども、今後の博物館の大きな改修、あ

るいは展示をどうしていくのかと、そういった議論

を深めていく中で、これらの問題についての大きな

方向性が決まってくるのではないかというふうに現

在考えているところであります。 

●議長 厚谷 司君  再質問の前に、熊谷議員に

申し上げます。 

 本件、通告内容につきましては石炭博物館につい

てということでの通告でございますので、その範囲

を超える再質問については差し控えていただきます

ようによろしくお願いしたいと思います。 

 熊谷議員。 

●熊谷桂子君  議長の今のご発言もわかりますが、

今、私が申し上げたのは、ＳＬ館をどうするのか、
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それから化石館をどうするのかという、そういうこ

とではありません。今そこに収蔵されているさまざ

まな資料や貴重なものを、これから石炭博物館とし

て、今、閉鎖されているわけですから、その展示物

を博物館としてはどのように利用されていくのか。

そういうことなので、ちょっとご理解をいただけた

らと思うのですが、いかがですか。 

●議長 厚谷 司君  それでは、質問を続けてく

ださい。 

●熊谷桂子君  それでは、平成 25年に設置された

夕張市郷土文化施設設置条例の 1番目に石炭博物館、

2 番目にＳＬ館、3 番目に炭鉱生活館、化石館は 4

番目に位置づけられて、最後の 5番目には炭鉱遺跡

群として、現存する数々の坑口なども記載されてい

ます。これらのものもしっかりとした保存が必要に

なると思います。 

 また、2 週間ほど前ですか、博物館を見学しまし

た際に、模擬坑の出口近くに展示されておりました

タヌキ掘りの貴重な展示が崩れて見られなくなって

おりました。 

 こういった保存には巨額な費用がかかることと思

います。もちろん、夕張市だけの力では到底実現不

可能だというふうに思います。世界的にも貴重と言

われているさまざまな先人の歴史が染み込んだ宝を

しっかりと後世に残すには、世界遺産登録を目指す

のがいいのか、ほかにどのような方法があるのか、

専門的な知見のある方たちの中でしっかりと論議の

上、ベストな道を選択していただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

●議長 厚谷 司君  教育長。 

●教育長 小林信男君  熊谷議員の質問にお答え

いたします。 

 博物館や模擬坑道に現在耐震診断を求めてやって

いただいているわけでありますけれども、どういう

結果が出るにしても、維持補修には非常に大きな経

費がかかるだろうということは議員のご指摘のとお

りだというふうに考えております。 

 博物館を当面の問題として解決していかなければ

ならない課題、それから、先ほど産業遺産の話があ

りましたけれども、中長期的な問題として考えなけ

ればならない課題と、この二つがあるのだろうとい

うふうに思います。そういった意味では、十分その

必要性といいますか、これから維持していくために

どうあらねばならないのかということについては十

分認識をしているところであります。 

 したがいまして、現在も、先ほどプロジェクトの

話をしましたけれども、専門的な知見を持っている

方にも入っていただいておりますし、いろいろご意

見も伺っています。そして、議論が進んでいく過程

の中では、博物館の個別の課題もまた、展示方法も

含めて恐らく出てくるだろうというふうに理解して

いるところでありますので、当然のことながら、そ

ういう場合については、そういった専門的な知見を

お持ちの方に一緒に入っていただいて、議論に参加

していただくということも当然出てくるのではない

かというふうに思っているところであります。 

 博物館の今後につきましては、ハード面の急を要

するものは早急に、それ以外の市のソフト面につき

ましてはじっくりと時間をかけながら、それをどう

つくり上げていくのかという過程も一つの展示とし

て捉えながら取り組んでいきたいというふうに考え

ているところであります。 

●議長 厚谷 司君  熊谷議員。 

●熊谷桂子君  わかりました。 

 夕張が世界に誇る宝、石炭博物館は、今、教育長

のお話からもありましたけれども、日本の近代を石

炭エネルギーで支えた輝かしい歴史と裏表に、産炭

地特有の格差社会をつくり、石炭産業の栄光の影で

たくさんの命が奪われてきました。現在わかってい

るだけでも 2,000人を超えているとも言われ、その

中には、危険な労働環境を改善するために、市議会

議員に当選した後も坑内で作業を続け、現職の市議

でありながらガス爆発で命を落とした先輩の議員も

おります。 

 夕張では、石炭産業の開山当時からガス爆発事故

が続出し、多数の死者及び死者数にも劣らない規模
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の一酸化炭素中毒患者を出し、さらに石炭じん肺患

者をも生み出してきました。特に第 2次世界大戦以

前の過酷な環境下で発生した事故の記録は散逸風化

しており、詳細な事故の状況や死者数は把握できま

せん。今、教育長の答弁にもあったところですけれ

ども、現在、市内には炭鉱で働いた方たちがまだた

くさん暮らしており、聞き取り調査をして録画とし

て残すなど、そういったことも今しかできない、非

常に時間の限られた、生きた資料収集になることと

思います。 

 21世紀は人権の世紀と言われながら 15年がたち

ましたが、4 年前には安全神話の中で取り返しのつ

かない原発事故が起こり、いまだに終息のめども立

ちません。石炭博物館は、単なる石炭の歴史にとど

まるだけではなく、経済効率最優先の考え方に警鐘

を鳴らすものであってほしいと願います。 

 また、石炭産業なき後、なぜこの夕張市が財政破

綻したのか、人々の命と暮らしを守るために、その

時代に必要なものは何だったのか、また、今後何が

必要なのか、そういったことを学べる生きた博物館

になっていただきたいと心から願っておりますが、

その点、いかがでしょうか。 

●議長 厚谷 司君  教育長。 

●教育長 小林信男君  私ども、石炭博物館が夕

張にあって、観光施設から教育施設に変わったとい

う歴史的な経過を経ています。その中には、当然の

ことながら石炭博物館を後世に伝えていくべき、そ

ういったような施設であろうということを基本にし

ながら、今日まで博物館の再生への道筋を一歩ずつ

積み上げているところであります。そういった意味

では、人々の生活であるとか人々の暮らしとどうか

かわりながら夕張の歴史、炭鉱の歴史がつくられて

きたのかと、そういったことも非常に貴重な部分で

はないかなというふうには理解をしているところで

あります。 

●議長 厚谷 司君  熊谷議員。 

●熊谷桂子君  それでは、今後に向けて期待して、

石炭博物館につきましての再質問は終わりたいと思

います。 

 それでは、地域おこし協力隊の再質問に移ってよ

ろしいでしょうか。 

●議長 厚谷 司君  はい、どうぞ。 

●熊谷桂子君  先ほど市長のほうから、これから

も地域おこし協力隊、有効な活用を続けていきたい

という、そういうご答弁がありました。 

 ことし 7月 2日に、私、新潟県十日町市に、地域

おこし協力隊の活用について視察に行ってまいりま

した。この地域は、平成 16年の中越大震災で、ある

地域では人口の 4割が流出し、ある本によると過疎

高齢化が 15年早まったという記載があるそうです。

この地域に復興ボランティアを受け入れ、それを

きっかけにさまざまな取り組みをした結果、高齢化

集落を脱却し、奇跡の集落と呼ばれていると、そう

いうところでした。 

 十日町市では、平成 21年 9月からこれまでに、地

域おこし協力隊 41人を受け入れまして、今現在、12

地区に 17名が集落での生活を行っています。これま

で 24名の方が地域おこし協力隊を退任し、そのうち

7割近い 16名が地域に定住しています。 

 ここにはやはりポイントがありまして、地域の世

話役がいること、そして、協力隊員は嘱託職員待遇

ですが副業を認めていること、さらに、17名の隊員

は、月一度、自発的に全体会を開催しまして、情報

共有をしている。さらに、活動としては、地域の共

同作業や生活支援、直売所の運営、農産物の直販、

伝統文化・芸能の継承、お茶の間サロンの運営など

が挙げられていました。 

 また、定住の際には、中古住宅を購入したり改修

したりする補助として 50万円、それから、大型免許

などの資格取得のための 20 万円の補助金を出して

いると、そういうことでした。 

 今後、地域おこし協力隊が、最長 3年です。3年

後に仕事を見つけたり、雇用を創出したりして、こ

の夕張の地域に定住しようとするときに、十日町市

のように定住支援のための補助金を出すことも含め、

積極的に地域おこし協力隊の受け入れを進めてはど
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うかと考えます。 

 補助金の問題で予算確保が難しければ、例えば地

域再生のためということで黄色いハンカチ基金を使

うことも可能かと思います。今後の市の定住促進の

一環として検討を進めていただければと思いますが、

その点はいかがでしょうか。 

●議長 厚谷 司君  市長。 

●市長 鈴木直道君  熊谷議員の再質問にお答え

をいたします。 

 地域おこし協力隊制度そのものの定住率といいま

すか、その自治体に残られる方が非常に割合として

高いということで一定の政策効果が認められてきて

いることは私も認識をしております。さまざまなそ

ういった成功事例というのは他の自治体に学ぶべき

ことは一定程度あるのかなというふうに思いますけ

れども、本市としても、農業、観光、先ほどご質問

のあった石炭博物館ですとか廃坑活用ということで、

順次、少しずつではございますけれども、地域おこ

し協力隊の増員ということをこれまで図ってきたと

ころであります。 

 皆さん、基本的には起業ですとか定職していただ

くということを期間の中で目指していただくという

ことでございますので、その制度趣旨がしっかり図

られるようなサポートというのは、今までもやって

きたわけですけれども、これからもやっていきたい

というふうに考えております。 

 先ほどお話のあった中古住宅の補助ですとかとい

うのは、もしかしたら地域おこし協力隊という考え

方だけではなくて、多分、転入の方の受け入れとか、

そういうことに対する補助事業というものをやって

いらっしゃるものを活用されている部分もあるのか

なというふうに思います。 

 本市としては、そういった定住に関する単独事業

というのがなかなかでき得ていないという状況がご

ざいます。まずはそういったことを行うということ

以前に、地域おこし協力隊、先ほどご質問いただい

たような可能性がある部分、また、もう一つの地域

おこしの問題としては、すばらしい制度だというこ

とで利用拡大がどんどんふえているのですが、なか

なか募集をしても集まらないという問題もあります。

なので、その問題と先ほどの地域おこしの活動がど

うスムーズにいくかというものも結構一体的な問題

なのかなというふうにも思いますので、そういった

観点からは、先進事例等も参考にしながら、いろい

ろなことを考えていかなければならないという課題

認識は持っておりますが、現状としてはそういった

必要なところに少しずつ拡大を目指していくという

ことをまずは考えたいと思っています。 

●議長 厚谷 司君  熊谷議員。 

●熊谷桂子君  ありがとうございます。 

 今、なかなか募集しても集まらないという市長か

らのご答弁がありました。十日町のように、地域お

こし支援員をたくさん受け入れて、その若者たちが

地域で生き生きと活動するために一番大切なことは、

やはり受け入れ体制だというふうに思います。 

 十日町市では、十日町市地域おこし実行委員会と

いう任意団体が地域おこし活動をしておりまして、

この運営を地域おこし協力隊活動の一つというふう

に規定しています。その実行委員会では、都会との

交流イベントや米の直販、出張販売など既存の取り

組みのお手伝いと、そのバージョンアップも行って

います。さらに、有機栽培、家畜の飼育、廃校の大

改修プロジェクト、中長期滞在の受け入れなど、新

たな取り組みも行うようになりました。 

 十日町市地域おこし実行委員会という、地域に根

差した任意団体に加わることが、地域おこし協力隊

の一つの条件なわけで、当市におきましても、財政

破綻後に結成されました夕張再生市民会議という任

意団体があります。これも、地域おこしのためにい

ろいろ知恵を出し合っているところですけれども、

会員の高齢化によりまして、思うようにメンバーが

集まらないという状態が続いています。ぜひ十日町

市のように、地域おこし協力隊の隊員には、夕張再

生市民会議での活動も協力隊員の活動の一つに加え

ていただくようにご検討いただきたいと思うのです

が、その辺はいかがでしょうか。 
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●議長 厚谷 司君  市長。 

●市長 鈴木直道君  熊谷議員の再質問にお答え

いたします。 

 再生市民会議も、私も市長になる前からメンバー

で、入って活動していたので、その団体の実績です

とか、現在も精力的に活動いただいているという状

況は認識をしておりますけれども、市内にはさまざ

まな団体がございます。今の地域おこし協力隊の募

集内容については、それぞれ、先ほど言ったような、

観光、農業ですとか石炭博物館の関係、廃校の活用

ですとか、そういった業務内容で募集をしていると

いう状況がございますので、また一方で、そういっ

た義務的な条件を課さなくても、ある意味、地域お

こし協力隊の方は本当に非常に熱心に、常日ごろか

ら地域に入られたり、各団体に顔を出して、みずか

ら地域を学び、地域をどう活性化していくのかとい

うことについて、積極的に勉強いただいている側面

もございますので、そういった、みずからの自主的

な気持ちを生かすような形で、現在来ていただいて

いる方のサポートというものもしっかりやっていき

たいというふうに思っております。 

 そういった特定団体の形の義務化というのは現時

点では考えておりませんけれども、ご意見がござい

ましたので、ひとつ参考にはしたいと思います。 

●議長 厚谷 司君  熊谷議員。 

●熊谷桂子君  ありがとうございます。 

 今、十日町市の地域おこし実行委員会の理事であ

り、事務局長でもあり、協力隊ＯＢでもあるわけで

すけれども、多田朋孔さんという方が、さまざまな

取り組みに挑戦できたのは、集落の皆さんがよそ者

を主役にしようと考えてくれるおかげで、集落の

方々みずからが後継者を受け入れたいということで、

そういう地域団体の役員に自分も加えてもらってい

ると。都会のよそ者を過疎地に送り込むということ

は非常にいいことだけれども、受け入れ側の意識の

改革も必要だということで、強烈な危機感と 100年

先を見据えた持続可能な集落づくりを共通の明確な

ビジョンにしているというお話をされていました。 

 この方は、総務省地域人材ネットにも登録されて

いる方なのです。 

 この地域では、既に地域に住んでいる方、もとも

と住民であった若者も、一定の条件を満たせば協力

隊として任用しているというのも特徴です。これに

ついても、ぜひ当市においても検討すべき課題では

ないかなというふうに思うことです。 

 それから、先ほど市長のほうからもありましたけ

れども、多田さんも、地域おこし協力隊は、現在、

自治体間での応募者争奪戦になっていると。それで、

優秀な隊員の確保が今後の本当に大きな課題であっ

て、地域独自のインセンティブが必要というふうに

語っています。 

 インセンティブというのは私もよくわからなかっ

たので調べましたが、つまり、応募をしてくる方た

ちが、夕張に対する行きたいという意欲を引き出す

ために、夕張市がこれからのまちづくりに対する情

熱、それから定住の際の支援策をしっかりと打ち出

すことが必要だというふうに考えます。ぜひ一度、

講師として多田朋孔さんに来ていただいて、職員や

市民全体で積極的な受け入れ体制をつくるための学

習会を提案したいと思うのですが、その辺はいかが

でしょうか。 

●議長 厚谷 司君  市長。 

●市長 鈴木直道君  熊谷議員の再質問にお答え

いたします。 

 先ほどちょっと答弁の中で、少し漏れた部分が

あったかもしれませんが、総合戦略の策定に当たっ

ても、議会の皆さんにも入っていただいているわけ

ですけれども、地域おこし協力隊の皆さんにも入っ

ていただいて、ある意味ではまちづくりをともに考

えるという視点で、大変遅い時間まで入っていただ

いて、議論にも参加していただいているということ

も先ほどの答弁の中でお話しできなかったので、補

足させていただきます。 

 あと、講演の話でございますけれども、熊谷議員

が、多分、現地をご視察されて非常に感銘を受けら

れた中での今回のご質問だというふうに思いますけ
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れども、どういった方のお知恵をいただいて、地域

おこし協力隊を最もいい形で地域で活躍いただくの

かということは、我々がある意味主体的に考えなけ

ればならないことでもございますので、先進事例に

学びつつ、夕張独自の形をつくっていくという視点

で、これからも考えていきたいというふうに思って

います。 

●議長 厚谷 司君  熊谷議員。 

●熊谷桂子君  ありがとうございます。 

 夕張市も高齢化率 48％になりました。3世帯に 1

件が高齢者、独居のまちであります。遊休農地も多

く、農家の跡継ぎのいないところもあると伺ってお

ります。現在の農業は大変な面もありますけれども、

地産地消が叫ばれ、地元の新鮮な野菜が消費者に喜

ばれる時代にもなってきました。 

 今回の移住定住窓口の協力隊だけではなく、廃校

活用も含めまして、新しい雇用づくりで力を発揮し、

今後は福祉関連や農業や関連産業、林業などなど、

これからの地域おこし協力隊が市民と力を合わせて、

ご自分たちの仕事をつくり出し、新しい地域をつ

くっていくことに期待したいというふうに思います。 

 広い見識や専門的な知見を持ったアドバイザー的

な存在は、心強い味方になることと思いますし、市

民のさまざまなネットワークと有効につながって、

力を合わせて活動し、この夕張市に定住する若者を

ふやし、地域の頼りになる人材として根づいてくだ

さることを願いまして、質問を終わりたいと思いま

す。 

 ありがとうございました。 

●議長 厚谷 司君  以上で、熊谷議員の質問を

終わります。 

 次に、千葉議員の質問を許します。 

 千葉議員。 

●千葉 勝君（登壇）  通告質問に従いまして、

平成 27年度国・北海道及び夕張市の三者協議につい

ての、その成果と今後の取り進め方について一般質

問させていただきます。 

 昨年までの三者協議は、夕張市の懸案事項を個別

の事業ベースで国、北海道、夕張市で共有した上で、

その必要性、緊急性及び財源確保対策などについて

三者協議を行い、計画変更に結びつけ、一定の効果

が生まれたものと理解しています。 

 一方、今年度の国、北海道及び夕張市の三者協議

は、財政再生計画を推進していく上で将来にわたる

大きな枠組みの議論が必要であるとのことから、今

年度は、特に市政執行方針に掲げた重点課題のうち、

一つ、持続可能なまちづくり、二つ、交流人口の増

加方策、三つ、子育て環境の充実、四つ、強制執行

体制の 4項目の課題について、概要等を説明し、こ

れらの基本方針について協議を行い、国、北海道、

夕張市の三者で認識を共有しましたと、9月 1日に

開催されました行政常任委員会で報告されましたが、

次の点について市長の考えをお伺いいたします。 

 一つ、三者協議終了後の記者会見の内容もホーム

ページで公表されましたが、大枠協議としたことの

成果について、市長はどう捉えているのか、改めて

お伺いいたします。 

 二つ、行政委員会では、各重点課題の推進につい

て、計画変更に向けた協議を進めるとの報告もあり

ました。この計画変更に向けた協議というのは、大

枠の協議ということであったので、各重点課題ごと

に行うのか、それとも各重点課題の中の諸事業につ

いて、個別または適宜に行うのかを伺います。 

 3 点目、重点課題の協議のほか意見交換も開催さ

れた旨の報告がなされました。この意見交換ではど

のような課題について議論したのかを伺います。 

 以上 3点について、ご答弁よろしくお願いいたし

ます。 

●議長 厚谷 司君  市長。 

●市長 鈴木直道君（登壇）  千葉議員の平成 27

年度国、北海道及び夕張市の三者協議についてのご

質問にお答えをいたします。 

 初めに、今回の三者協議の成果についてでありま

すが、議員ご指摘のとおり、昨年度までは市の懸案

事項を共有した上、個別の事業ベースで、その必要

性、緊急性、財源確保対策などについて協議を行っ
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てまいりました。このことによりまして、通常の計

画変更の円滑化が図れるという効果があったところ

でございます。 

 本年度におきましては、財政再生計画を推進して

いく上で、将来にわたる大きな枠組みの議論が必要

だという認識を踏まえ、市政執行方針などから重要

な項目をピックアップし、基本的な方針について協

議を行い、三者で認識を共有したところでございま

す。 

 共有項目につきましては、持続可能なまちづくり、

交流人口の増加方策、子育て環境の充実及び行政執

行体制の確保であります。 

 今回の協議の取り進め方につきましては、それぞ

れのテーマを絞ることによって、その課題が生まれ

てきた経緯、現在どうなっているのか、また、将来

それがどのようになっていくのかということをじっ

くりとお話をさせていただくことができ、三者の理

解が進んだのではないかと思っております。 

 次に、今後の計画変更に向けた協議についてであ

ります。 

 今回の協議で、基本的な方針について三者で認識

を共有できたことから、来年度も継続して事業の実

現に向け協議を行っていくこととなり、今後、事業

が具体化した段階で、それぞれの個別課題について、

計画変更に向けた協議を進めてまいります。 

 最後に、意見交換会についてでございます。 

 国、北海道及び市の担当者が一堂に集う貴重な機

会であることと、財政破綻から 9年目を迎えた今、

これまで法のもとでの行財政運営の検証結果をもと

に、7名の課長が 11項目にわたり現状を取り巻く課

題などを訴え、国、道よりそれぞれの意見等をいた

だいたところであります。 

 主な発言項目といたしましては、民生、福祉、教

育などの市民生活に密接した課題と、計画変更の事

務手続の簡略化の提案及び、協議課題でもございま

した行政執行体制の確保について、積極的な発言を

行ったというところでございます。 

 以上です。 

●議長 厚谷 司君  再質問ございませんか。 

 千葉議員。 

●千葉 勝君  ご答弁ありがとうございます。 

 1 点目の三者協議の、三者で共有した問題なので

すけれども、今回の三者協議は、市政執行方針の重

要な 4項目について、基本的な方針について協議し、

先ほど答弁があったように三者で共有し、三者の理

解が進んだとのご答弁だと思います。 

 三者協議終了後、記者会見で市長は、「三者の理解

が進んだが、そういった一方で、こういった手法で

全ての項目を限られた期間で協議を行っていくこと

はなかなか、今の三者協議において言えば難しいと

感じたところです」と発表しております。今後の三

者協議のあり方について、このままの手法では全て

項目を協議するのは難しいとの認識ですので、これ

までの個別の協議にするのか、今回の大枠の協議に

するのか、それとも何らかの別の方法の協議を検討

しているのかどうか、お伺いいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

●議長 厚谷 司君  市長。 

●市長 鈴木直道君  千葉議員の再質問にお答え

をいたします。 

 千葉議員のほうで、多分、記者会見後の文字おこ

しをごらんいただいたと思うのですけれども、「ただ、

そういった一方で、こうした手法で全ての項目を限

られた期間で協議を行っていくことはなかなか」と、

今お話がございましたが、その次の文脈で、「そうし

たことから、先ほど国、北海道の課長、局長と私と

会談させていただきましたけれども」、10 年検証の

話につながっております。 

 ですから、これは三者協議のあり方そのものを否

定したわけではございません。10年検証、いわゆる

来年の3月で10年の節目を迎えるという状況の中で、

検証委員会をつくる必要性については、今回、大枠

でお話をしたことによって、その問題が起こり得た

経緯、経過、なぜそのような、今、今後取り進めよ

うとしている課題が出てくるのか、またはなぜそう

いったものが将来必要になっていくのかということ
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を、項目を限って話したことは非常に意義があった

と。ただ、やはり 2日間の中でそれを全てやること

には限界がございますし、またはその中には有識者

の方もいらっしゃいません。また、9 年間をじっく

り考え、方向性を出していくということまではなか

なかできない部分もございます。ですから、この 10

年検証というところで、約 10年の中で起きたことを

検証し、三者協議というものは年に一度行われる貴

重な場でございますので、再生計画の変更に結びつ

ける中では、これは必要なものだというふうに私は

思っておりますので、そういった議題にも、当然、

検証委員会で出てきた結果を結果的に再生計画に反

映させることを目指すのであれば、そういった三者

協議の場で、当然そういった議題も協議をしていく

ことになるかと思いますので、そういった趣旨で記

者会見の場でお話をさせていただいたということで

ございますので、ある意味では、この三者協議とい

う議論の中のものをさらに充実、補完する上でも検

証委員会が必要であるというような趣旨でご理解を

いただければありがたいなと思っています。 

●議長 厚谷 司君  千葉議員。 

●千葉 勝君  わかりました。ありがとうござい

ます。 

 2 点目なのですけれども、先ほどありましたよう

に、重点課題の協議のほか意見交換回も開催され、7

名の課長が 11項目の部分について、現状を取り巻く

課題等について話されたとの答弁がありました。特

に協議課題でもあります行政執行体制の確保につい

て、担当課長より訴えがあったと思うのですけれど

も、その訴えに対して、国、北海道の担当者よりど

のような意見が出されたのかをお伺いいたします。 

●議長 厚谷 司君  総務課長。 

●総務課長 寺江和俊君  ただいまの千葉議員か

らの再質問にお答えをいたします。 

 さきの三者協議での意見交換会という中身でござ

いますので、私のほうから答弁をさせていただきま

す。 

 先ほど市長からの答弁でもございましたけれども、

今回の三者協議では、将来にわたって最重点項目と

なる行政執行体制の確保に関し、主に必要な職員数

の確保について、今後どう取り組みを進めていくの

かという視点で現状と課題を訴えさせていただいた

ところでございます。 

 現状を踏まえ、職員の年齢構成や経験年数等、組

織体制におけるバランスが今大きく崩れていること

を踏まえ、あるいは将来を担う若手中堅層職員の自

主退職がいまだにとまっていないという危機的な状

況に鑑み、計画変更をもって、今後、計画的な職員

採用を認めてもらうよう協議を継続して実施してい

くという結論を得たものでございます。 

 しかし、一方で、体制の確保がいまだに自前で図

れないことや、職員の自主退職が後を絶たないとい

う現状にあっては、その要因たる給与の大幅な削減

という現状も当然無視はできない状況になってござ

います。フリートーク、意見交換の場では、こうし

たことを踏まえ、安定的な体制確保を図る上で、給

与の改善の必要性について訴えたものでございます。 

 議員ご承知のとおり、8 年前、旧財政再建計画の

もとでは、基本給平均 30％の大幅な削減を実施し、

その後、段階的に給与の改善を実施してきているも

のの、現在の基本給平均 15％の削減は、全国的に見

ても他に類を見ない、やはり大きな削減となってい

るところでございます。 

 この給与の削減は、現職である期間のみに影響を

受けるものではなく、職員の退職後の共済年金の支

給額算定に当たっても大きな影響を受けるものでご

ざいます。職員の士気低下はもとより、こうした職

員の将来不安を払拭できないような環境は改善しな

ければならないという立場で意見反映を行ったとこ

ろでございます。 

 一方、この訴えに対しまして、総務省自治財政局

澤田財務調査課長からは、職員の給与の削減は、職

員確保の観点から切実な問題であると認識している

と。すぐに結論が出る問題ではないが、ちょうだい

した意見を踏まえながら、引き続き北海道を含めた

中で協議をさせていただきたいという回答を得てい
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るところでございます。 

 以上です。 

●議長 厚谷 司君  再質問ございませんか。 

 千葉議員。 

●千葉 勝君  ありがとうございます。 

 今回の三者協議において、ただいま寺江課長から

もありましたように、行政執行体制についての現状、

課題、問題等について訴えられたと思います。その

問題について、三者で認識を共有し、職員採用のあ

り方や給与の問題等についても、今後、計画変更の

協議を続けていくことが三者で確認されたのではな

いかと私は理解しております。 

 夕張市は現在、他の自治体からの応援職員で何と

か行政執行体制を行っていますけれども、先ほど寺

江課長からもありましたように、自前で執行体制が

できるような仕組みが私は大事ではないかと思って

おりますし、この派遣がいつまで続くのかもわかり

ません。市の管理職の定年退職者が今後 12 年間で

20名も出ると私は伺っておりますし、この問題につ

いて、国、北海道と協議を早急に重ねていきまして、

計画変更ができるよう私は願っておりまして、質問

を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

●議長 厚谷 司君  以上で、通告されました質

問は全部終了いたしましたので、日程第 1、一般質

問は、これをもって集結いたします。 

 それでは、以降の会議は午後からとし、午後 1時

まで休憩といたします。 

――――――――――――――――――――――― 

    午前１１時４９分 休憩 

    午後 １時００分 再開 

―――――――――――――――――――――――  

●議長 厚谷 司君  休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 厚谷 司君  日程第 2、認定第 1号平成

26 年度夕張市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て、認定第 2号平成 26年度夕張市国民健康保険事業

会計歳入歳出決算の認定について、認定第 3号平成

26 年度夕張市市場事業会計歳入歳出決算の認定に

ついて、認定第 4号平成 26年度夕張市公共下水道事

業会計歳入歳出決算の認定について、認定第 5号平

成 26 年度夕張市介護保険事業会計歳入歳出決算の

認定について、認定第 6号平成 26年度夕張市診療所

事業会計歳入歳出決算の認定について、認定第 7号

平成 26 年度夕張市後期高齢者医療事業会計歳入歳

出決算の認定について、認定第 8号平成 26年度夕張

市水道事業会計決算の認定について、以上 8案件一

括議題といたします。 

 理事者並びに監査委員から、説明あるいは報告す

ることがありましたら発言を許します。 

 鈴木理事。 

●理事 鈴木亮一君（登壇）  認定第 1号平成 26

年度夕張市一般会計歳入歳出決算の認定について及

び認定第 2号ないし認定第 8号の各特別会計決算の

認定につきまして、一括してその概要をご説明申し

上げます。 

 まず、認定第 1号平成 26年度夕張市一般会計歳入

歳出決算の認定についてでありますが、当初予算額

115億 8,602万 1,000円に対し、年度途中において

12億 5,388万 2,000円の追加補正を行い、繰越事業

費繰越額 3億 8,516万 7,000円を加えた最終予算額

は、132億 2,507万円となったものであります。 

 決算においては、歳入 132億 3,352万 2,000円に

対し、歳出では 125億 5,491万 8,000円となり、歳

入歳出差し引き 6億 7,860万 4,000円の残額に、翌

年度繰越額237万4,000円を差し引いた額6億7,623

万円につきましては、全額繰り越したものでありま

す。 

 次に、認定第 2号平成 26年度夕張市国民健康保険

事業会計歳入歳出決算の認定についてでありますが、

当初予算額 17億 7,254万円に対し、年度途中におい

て 3,130万 8,000円の追加補正を行い、最終予算額

は 18億 384万 8,000円となったものであります。 

 決算においては、歳入 16億 1,931万 3,000円に対

し、歳出では 16億 1,192万円となり、歳入歳出差し
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引き 739万 3,000円は、全額基金に積み立てたもの

でございます。 

 次に、認定第 3号平成 26年度夕張市市場事業会計

歳入歳出決算の認定についてでありますが、当初予

算額 3,000円に対し、年度途中において追加減額補

正は行わず、同額の最終予算額となったものであり

ます。 

 決算においては、歳入 2,000円に対し、歳出では

2,000 円となり、歳入歳出同額となったものであり

ます。 

 次に、認定第 4号平成 26年度夕張市公共下水道事

業会計歳入歳出決算の認定についてでありますが、

当初予算額 2億 7,591万円に対し、年度途中におい

て 13万 1,000円の追加補正を行い、最終予算額は 2

億 7,604万 1,000円となったものであります。 

 決算においては、歳入 2億 7,108万 6,000円に対

し、歳出では 2億 7,108万 6,000円となり、歳入歳

出同額となったものであります。 

 次に、認定第 5号平成 26年度夕張市介護保険事業

会計歳入歳出決算の認定についてでありますが、当

初予算額 15億 3,482万 6,000円に対し、年度途中に

おいて 5,461万 6,000円の追加補正を行い、最終予

算額は15億8,944万2,000円となったものでありま

す。 

 決算において、歳入15億4,665万9,000円に対し、

歳出では 15億 3,369万 4,000円となり、歳入歳出差

し引き 1,295万 8,000円は、全額基金へ積み立てた

ものであります。 

 次に、認定第 6号平成 26年度夕張市診療所事業会

計歳入歳出決算の認定についてでありますが、当初

予算額 1億 2,677万 8,000円に対し、年度途中にお

いて 2,546万 4,000円の追加補正を行い、最終予算

額は1億5,224万2,000円となったものであります。 

 決算においては、歳入 1億 4,954万 5,000円に対

し、歳出では 1億 4,954万 5,000円となり、歳入歳

出同額となったものであります。 

 次に、認定第 7号平成 26年度夕張市後期高齢者医

療事業会計歳入歳出決算の認定についてであります

が、当初予算額 2億 6,677万 1,000円に対し、年度

途中において 246万 8,000円の追加補正を行い、最

終予算額は 2億 6,923万 9,000円となったものであ

ります。 

 決算においては、歳入 2億 4,447万 3,000円に対

し、歳出では 2億 4,336万 5,000円となり、歳入歳

出差し引き 110万 8,000円は、全額繰り越したもの

であります。 

 次に、認定第 8号平成 26年度夕張市水道事業会計

決算の認定についてでありますが、初めに、収益的

収入及び支出のうち収入につきましては、最終予算

額 4億 3,100万 9,000円に対し、決算額は 4億 3,248

万 1,000円となったものであります。 

 また、支出につきましては、最終予算額 4億 7,787

万 1,000円に対し、決算額は 4億 6,353万 3,000円

となったものであります。 

 この結果、収益的収支につきましては、消費税に

かかわる税抜き処理後、3,644万 3,000円の当年度

純損失となりました。 

 次に、資本的収入及び支出のうち収入につきまし

ては、最終予算額 6,959万 7,000円に対し、決算額

は 6,955万 8,000円となったものであります。 

 また、支出につきましては、最終予算額 2億 4,396

万 6,000円に対し、決算額は 2億 4,149万円となっ

たものであります。 

 この結果、資本的収入が資本的支出に対し不足す

る額 1億 7,193万 2,000円は、当年度消費税、資本

的収支調整額、当年度損益勘定留保資金及び減災積

立金で補塡いたしました。 

 以上、認定第 1号ないし第 8号について、その概

要をご説明申し上げました。よろしくご審議の上、

ご認定賜りますようお願い申し上げます。 

●議長 厚谷 司君  板谷監査委員。 

●監査委員 板谷信男君（登壇）  地方自治法第

233条第2項並びに地方公営企業法第 30条第 2項の

規定により審査に付されました、平成 26年度各会計

の決算につきまして審査を行いましたので、その結

果についてご説明申し上げます。 
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 審査手続につきましては、各会計決算書及び附属

書類について、関係法令に準拠して作成されている

か、また、これらの計数の正確性を検証するため、

関係諸帳簿との照合のほか、予算の執行状況等、通

常実施すべき審査を行いました。 

 その結果、各会計とも決算書及び附属書類は、適

正に作成されているものと認めました。 

 次に、決算に至る行財政運営につきまして申し述

べます。 

 当年度の一般会計については、財政再生計画に基

づく予算執行のほか、国や北海道の補助金等の財源

確保に努めながら有効活用を図り、定住対策の一環

として、民間による住宅建設事業など地域振興に資

する各種事業や、限られた財源の中で市民の健康促

進など、各種行政サービスを実施した。 

 また、特別会計におきましても、各会計の安定運

営を基本に、前段の一般会計同様に、各種国庫交付

金や補助金等の財源確保に努めたものであります。 

 また、計画的な市債の償還や一般会計からの適正

な繰出金もあり、水道事業会計を含めた全ての会計

での収支が黒字または収支均衡となったものです。 

 そのほか、審査結果の詳細につきましては、決算

審査報告書のとおりであります。 

 以上で説明を終わります。 

●議長 厚谷 司君  これより質疑に入りますが、

本 8案件については、決算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、慎重に審査することにいたしてお

りますので、この点お含みの上、質疑願います。 

 質疑ありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでありますから、これをもって質疑を終

わります。 

 お諮りいたします。 

 本 8案件については、議長及び議員選出監査委員

を除く議員全員をもって構成する決算審査特別委員

会を設置し、これに付託の上、審査することにいた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました決算審査特別委員会の委

員長及び副委員長を、議長において指名いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 それでは、議長において指名いたします。 

 委員長には大山修二さん、副委員長には本田靖人

さん。 

 以上のとおりでご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように選任されました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま付託いたしました本 8案件については、

会議規則第 45条第 1項の規定により、9月 16日ま

でに審査を終えるよう期限をつけることにいたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 厚谷 司君  日程第 3、報告第 1号平成

26 年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

ついてを議題といたします。 

 理事者から説明を求めます。 

 鈴木理事。 

●理事 鈴木亮一君（登壇）  報告第 1号平成 26

年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告につい

て、その内容をご説明申し上げます。 

 本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法

律第 3条第 1項及び第 22条第 1項の規定に基づき、

平成 26 年度決算に基づく健全化判断比率及び資金

不足比率を、監査委員の意見を付して報告するもの

であります。 

 初めに、健全化判断比率につきましては、一般会
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計及び診療所事業会計の赤字の程度を示す実質赤字

比率及び全ての会計の赤字、黒字額を合算し、夕張

市全体の赤字の程度を示す連結実質赤字比率は黒字

となったことから、算定比率はありません。 

 借入金の返済額及びこれに準ずる経費の大きさを

指標化し、資金繰りの危険度を示す実質公債費比率

は 61.0％、将来支払っていく可能性がある負担額の

残額を指標化し、将来的に財政を圧迫する可能性が

高いかどうかを示す将来負担比率は 724.4％となり、

この二つの比率において、国の定めた財政再生基準

及び早期健全化基準を上回る結果となりました。こ

れは、平成 21年度に借り入れた再生振替特例債を初

め、過去に発行した地方債の償還額やその残高が多

額であること、また、債務負担行為に係る公債費等

の負担が多額であることが主な要因であります。 

 今後も、財政再生計画に基づき、これらの債務の

返済を計画的に行うとともに、新規市債の発行など

の抑制に努めながら改善を図ってまいります。 

 次に、資金不足比率につきましては、公営企業の

資金不足を事業規模である料金収入の規模と比較し

て指標化し、経営状況の深刻度を示すものでありま

す。記載のとおり、水道事業会計及び市場事業会計、

公共下水道事業会計の 3事業会計いずれも資金不足

が算出されないことから、算定比率はありません。 

 今後におきましても、3 事業会計の経営の健全化

に努めてまいります。 

 以上、平成 26年度健全化判断比率及び資金不足比

率についての報告を終わります。 

●議長 厚谷 司君  これより、質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでありますから、この程度で報告を終わ

ります。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 厚谷 司君  以上で、本日の日程は全て

終了いたしました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

―――――――――――――――――――――― 

午後 １時１９分 散会 
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